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▲公正取引委員会青木委員との
　懇談会の様子

▲公正取引課田中課長との
　懇談会の様子

お問合せ先 総務部　公正取引課　☎ 098－866－0049

　公
正
取
引
委
員
会
は
同
委
員
会
の
活
動
状
況

を
説
明
し
、
競
争
政
策
に
つ
い
て
よ
り
一
層
の

理
解
を
求
め
る
と
と
も
に
、
各
地
の
有
識
者
の

方
々
か
ら
幅
広
い
意
見
、
要
望
を
把
握
し
、
そ

れ
ぞ
れ
の
地
域
に
お
け
る
経
済
社
会
の
実
情
に

対
す
る
認
識
を
深
め
、
今
後
の
競
争
政
策
の
有

効
か
つ
適
正
な
運
用
に
資
す
る
た
め
、
経
済
実

態
等
に
通
じ
た
地
方
有
識
者
と
の
懇
談
会
を
開

催
し
て
い
ま
す
。

 

　令
和
６
年
11
月
20
日
、
公
正
取
引
委
員
会
の

青
木
委
員
が
来
沖
し
、
沖
縄
県
で
は
３
年
ぶ
り

と
な
る
公
正
取
引
委
員
会
委
員
と
那
覇
地
区
の

有
識
者
と
の
懇
談
会
を
開
催
し
ま
し
た
。

 

　令
和
６
年
度
は
、
令
和
６
年
12
月
末
日
ま
で

に
、
左
記
表
の
と
お
り
、
公
正
取
引
課
長
と
県

内
有
識
者
の
皆
さ
ま
と
の
間
で
、
そ
れ
ぞ
れ
懇

談
会
を
開
催
し
ま
し
た
。

 

　各
懇
談
会
で
は
、
公
正
取
引
課
長
か
ら
、
中

小
企
業
等
が
労
務
費
を
始
め
と
し
た
コ
ス
ト
の

上
昇
分
を
適
切
に
価
格
転
嫁
で
き
る
た
め
の
取

組
を
始
め
、
　令
和
６
年
11
月
１
日
施
行
の
フ

リ
ー
ラ
ン
ス
法
の
概
要
な
ど
、
公
正
取
引
委
員

会
の
最
新
の
政
策
を
説
明
し
ま
し
た
。

　

　各
懇
談
会
に
参
加
さ
れ
た
方
か
ら
は
、
地
域
・
業
界

の
実
情
、
公
正
取
引
委
員
会
に
期
待
す
る
こ
と
な
ど
幅

広
い
事
柄
に
つ
い
て
大
変
貴
重
な
ご
意
見
を
た
く
さ
ん

い
た
だ
き
ま
し
た
。

公正取引課の広報・広聴活動！
～公正取引委員会と地方有識者との懇談会～ 
　今号では、公正取引課の広報・広聴活動のうち、地方有識者との懇談会を
御紹介します。

公
正
取
引
委
員
会
と

地
方
有
識
者
と
の

懇
談
会
と
は
？

地
域
経
済
の
実
情
を
担
う

有
識
者
の
皆
様
と
の
意
見
交
換
の

場
で
す
。

公
正
取
引
委
員
会
委
員
と
の
懇
談
会

公
正
取
引
課
長
と
の
懇
談
会

「どっきん」

懇談会開催団体等一覧
（令和6年12月末現在）

沖
縄
県
中
小
企
業
団
体
中
央
会

７
月
22
日

南
城
市
商
工
会

８
月
13
日

宜
野
湾
市
商
工
会

９
月
12
日

沖
縄
県
工
業
連
合
会

９
月
18
日

沖
縄
商
工
会
議
所

10
月
28
日

沖
縄
県
印
刷
工
業
組
合

10
月
30
日

（
一
社
）沖
縄
県
建
設
業
協
会
本
部

11
月
５
日

那
覇
商
工
会
議
所

11
月
６
日

沖
縄
県
中
小
企
業
家
同
友
会

12
月
24
日

懇談会（意見交換会）は随時開催受付中です！
有識者の
皆様へ
有識者の
皆様へ

●懇談会のテーマ例：
ご希望のテーマに沿って説明します。例えば…
●所用時間：60～90分程度
（30～60分：当課より説明、30分：質疑応答）
　※ご要望に応じて時間調整可能
●参加人数：自由
※少数のかた向けにも開催

●開催場所：各種定例会議開催時に併せて開催可能
※対面とともにウェブでのご参加にも対応

公正取引課では、事業者団体様のニーズに合わせ、県内各地で所管法令に関する
懇談会の開催や、講師派遣を行っております。開催費用は無料です。お気軽にご連絡ください。

最近の懇談会のテーマとして

などがトレンドです！
懇談会にて、忌憚のないご意見・ご要望を
ぜひお聞かせください！

◆フリーランス法
◆労務費転嫁のための価格交渉指針
◆下請法・優越的地位の濫用規制

A.A.A.A. Q.Q.Q.Q.

仕
事
の窓窓

No.2総務部

～公正取引委員会、内閣府沖縄総合事務局による
石油製品小売業者に対する警告等について～

公正取引課による調査

警告の概要説明図

詳しくはこちらから

「どっきん」
公正取引委員会公式マスコットキャラクター

令和６年 11月７日　記者会見で説明する様子

　公正取引委員会は、令和６年11月７日、永山石油株式会社及びエッカ石油株式会社（以下、「２社」といいます。）に
対し、２社が供給するレギュラーガソリンについて、公正取引委員会及び内閣府沖縄総合事務局（総務部公正取引
課）の調査の結果を踏まえ、独占禁止法第19条（同法第２条第９項第３号（不当廉売））の規定に違反するおそれが
ある行為を行っていたことが認められたことから、今後、同様の行為を行わないよう警告を行いました。
　なお、本件は沖縄で初の不当廉売の公表事案であり、また、沖縄に本店を有する事業者に対する独占禁止法事件
としては18年ぶりの公表事案です。
　更に、警告を行った２社の給油所周辺地域において、レギュラーガソリンの供給において不当廉売につながるおそ
れがある行為を行っていた他の石油製品小売業者２社（５給油所）に対して、注意を行いました。

　永山石油株式会社及びエッカ石油株式会社の２社
は、それぞれ沖縄県沖縄市及び同県中頭郡北中城村
に所在する給油所（永山石油３給油所、エッカ石油１
給油所）において、令和６年２月１日から同年６月30
日までのうちの一定期間、レギュラーガソリンについ
て、その供給に要する費用を著しく下回る対価で継続
して供給し、当該給油所の周辺地域に所在する他の
レギュラーガソリンの販売業者の事業活動を困難に
させるおそれを生じさせた疑いがあります。

警告の概要

記者会見の様子

　総務部公正取引課では、独占禁止法に違反す
る行為の調査のほか、未然防止のため、事業者
からの相談に応じたり、事業者団体などに向け
た講習会も行っています。

お問合せ先
総務部　公正取引課　☎ 098－866－0049

（左から）公正取引委員会事務総局審査局 公正競争監視室長
　　　　　　沖縄総合事務局総務部 公正取引課長
　　　　　　沖縄総合事務局総務部 公正取引課 審査専門官（主査）
［場所］沖縄総合事務局庁舎

仕
事
の窓窓

No.1総務部


